
○ 県議会活動 

会派は「自民党清風会（１４人）」、常任委員会は

「総務委員会」、特別委員会は「経済雇用・災害対

策特別委員会」に所属しました。両委員会は既に複

数回開催されています。 

 会派の同期議員らと県の予算、事業執行への賛   

否が分かれている大型事業（新幹線、諫早湾干拓、         

石木ダム、県庁舎整備）について、まずは中身を知 

               る勉強会を行いました。 

その他、県への相談事を 

受けるなかで、現在、知識 

を蓄え中です。 

 

○ 県主催行事 

また、防災訓練や新幹線建設期成会等県主催の

各種行事に参加。これまでは長崎市内の行事がほ

とんどでしたが県下各地の行事への参加は大変で

す。先輩議員に伺うと、自分の地元行事中心に選ん

で出席しているということですが、1 年生議員ですの

でできる限りの出席を心掛けています。 
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ごあいさつ 

梅雨の候、ご清祥にお過ごしのことと存じます。 

おかげさまで９９７２票のご支持の票で当選させて頂き、はや２ヶ月が経過したところ

です。当選後すぐに新聞等で皆さんご承知の通り、議会も混乱を来たし、本来の活動

も、皆様方へのお礼の挨拶回りもままならないところでした。この件に関しましては改

めてご報告する機会を設けたいと考えていますが「震災後の未曾有の危機の時にそ

んなことをしている場合ではないだろう」とお叱りの声を多く頂いております。その通り

だと思います。初議会をひかえ、公約に掲げた「県と市をつなぐ力」をこれからしっかり

発揮していきます。変わらぬご支援をよろしくお願いいたします。 

今回は近況報告とお知らせをさせて頂きます。 

活動報告 チャレンジ（現場を知る） 

2011.06 

○ 各種団体との意見交換 

 市歯科医師会、花卉（かき）組合や長崎魚市の関係者と意見

交換をいたしました。これから積極的に行っていきたいので、

お声かけください。 

○ マクドナルド様にて職場体験をさせていただきました 

 障害者の就労支援の課題で実際に積極的な採用をしてい

る企業で職場体験をし、県内で支援に取り組む方々との意見

交換の場にも参加しました。継続して取り組みます。 

○ 被災地へボランティアに行ってきました 

 ２２日より被災地（陸前髙田市）にボランティア活動に行って

きました。現地を直に見て、被災者の方々の御苦労を実際に

体感し、改めて震災の恐ろしさと日常からの防災への取り組

みの大切さを再認識しました。これからの防災計画の見直し

作業に今回の体験を活かしていきます。 
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長崎市若草町 14-11 
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県政報告会のお知らせ 御支援のお願い 

大変遅くなりましたが、皆様方に改めて感謝

の気持ちをお伝えしたく、下記の日程にて県政

報告会（懇親会）を行います。是非お越しいた

だきますよう、お願い申し上げます。 

記 

<日時> 7 月 19 日(火)19：00 より 

<場所> サンプリエール（元船町） 

<会費> ￥４，０００ 

 

※別紙ご案内を同封しておりますのでご出欠の 

お返事をお願いいたします。 
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事務所（Ｐあり） 

地域のお役にも立ちたく、前田哲也事務所を開設いたしましたので 

お気軽にお立ち寄りください（月～金 10～16時 常勤１名）。 

HP、ブログにも日頃の活動を掲載しておりますので是非ご覧ください。 

 今後の政治活動を充実させ、また皆様からの

ご意見・ご指導をしっかり頂くため、後援会組織

の立ち上げ・政策立案の場の提供・イベントの

お手伝い・金銭的なご支援等をこれからお願い

することになると思います。 

その際はご理解とご支援方、どうぞよろしく 

お願い申し上げます。 

＜お詫び＞先に述べましたように応援頂いた方へのご挨拶が十分にできておりません。申し訳ございません。 

時間がかかってもお伺いしたいと思っていますが、今回文書が先に届くことをお許しください。 

初質問します！ 

【県議会日程】 

●6 月 27 日＜開会＞ 本会議・予算特別委員会 

●７月１、４、５日 本会議（一般質問） 

●７日   予算特別委員会（総括質疑） 

●８、１１、１２日 予算特別委分科会、常任委 

●１４日  予算特別委・議会運営委 

●１９日＜閉会＞ 本会議（委員長報告、質疑、

討論、採決） 

<７／５(火) 10:00～11:00> 

＊県議会の傍聴は県庁本館５Ｆです＊ 

本会議は、いつでも、だれでも傍聴できます。本会議の開

かれる当日に、傍聴者受付で住所・氏名等を記入のうえ、

傍聴券の交付を受けて入場します。なお、インターネット中

継でもご覧になれます。（録画も有） 

ご多忙とは存じますが、是非傍聴にお越しください。 
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